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学校法人奈良学園 役員・評議員等報酬規則 

（令和２年 則 第１号） 

令和２年３月２３日 

 理事会 制定 

 

 

 （目 的） 

第１条 この規則は、学校法人奈良学園の役員及び評議員の報酬等について必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

 （役員等の定義） 

第２条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。 

一 役員とは、理事及び監事をいう。 

二 常勤理事とは、理事長、常務理事、本学の職員でなく常時勤務する理事及び学園の職員

としての給与を支給している理事をいう。 

三 職員が理事となったときは、職員としての身分は継続し、理事在任期間は職員としての

勤続年数に加える。 

四 非常勤理事とは、前 2号以外の理事をいう。 

五 評議員とは、奈良学園寄附行為第２７条第１項各号により選任された評議員をいう。 

六 常勤理事の内、奈良学園寄附行為第４条に定める学校の長及び登美ヶ丘教育総括監並び

に法人事務局長を所属長とする。 

七 役員の報酬等とは、報酬、賞与、役員退職手当その他の役員としての職務執行の対価と

して受ける財産上の利益であって、職員の給与規程及び退職金規程に基づくものを含まな

い。 

八 費用とは、役員として職務執行に伴い生じる旅費（交通費、宿泊費等）及び手数料等の

経費をいう。 

 

（理事長報酬） 

第３条 理事長の報酬は、別表第１に定める年俸とし、理事会において決定する。 

 

 （理事報酬） 

第４条 常務理事の報酬は、別表第２に定める年俸とし、理事会において決定する。 

２ 常勤理事のうち、本学の職員ではなく理事として常時勤務する者の報酬は、別表第２に

定める年俸とし、理事会において決定する。 

３ 前項の理事には、前項に定める報酬の他、奈良学園給与規程第１２条に定める通勤手当

を支給する。 

 

 （理事手当） 

第５条 第３条に規定する理事長及び第４条に規定する理事を除く常勤理事には、本学園か

ら支給する役員報酬、給与以外に月額３０,０００円の理事手当を支給するものとする。 

 



 

2 

２ 第２条第１項第四号に定める非常勤理事には、会議出席１日当たり２０,０００円の理事

手当を支給する。なお、この手当には通常の交通機関を利用した場合に係る交通費を含む

ものとする。 

 

 （常勤監事報酬） 

第６条 学校法人奈良学園寄附行為第１０条第３項に定める常勤監事の報酬は、別表第３ 

 に定める年俸とし、理事会において決定する。 

２ 常勤監事には前項に規定する報酬の他、奈良学園給与規程第１２条に規定する通勤手当

を支給する。 

 

 （会計担当監事報酬） 

第７条 会計担当監事の報酬は、月額１００,０００円とする。 

２ 会計担当監事には前項に規定する報酬の他、通常の交通機関を利用した場合に係る交通

費を出勤日数に応じ支給する。 

 

 （業務執行担当監事報酬） 

第８条 業務執行担当監事の報酬は、月額１００,０００円とする。 

２ 業務執行担当監事には前項に規定する報酬の他、通常の交通機関を利用した場合に係る

交通費を出勤日数に応じ支給する。 

 

 （非常勤監事手当） 

第９条 前３条に規定する監事以外の非常勤監事には、会議出席１回当たり１０,０００円の

手当と、別途通常の交通機関を利用した場合に係る交通費を支給する。 

２ 理事会及び評議員会が同日に開催される場合は、会議１回として前項を適用する。 

 

（費用） 

第１０条 役員が職務執行のため出張した場合は、当該役員に対しての旅費及び日当の支給

は出張旅費規程による。 

２ この規則に定めるもののほか、外国出張に関する事項並びに出張手続及び旅費の支給等

について必要な事項は、出張旅費規程による 

３ 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。 

 

 （評議員手当） 

第１１条 第２条第５号に規定する評議員で（現に本学の役員並びに職員である者を除く）

には、会議出席１日当たり１０,０００円の手当と、別途通常の交通機関を利用した場合に

係る交通費を支給する。 

 

（理事評議員選任・監事選考委員手当） 

第１２条 学校法人奈良学園 理事評議員選任・監事選考委員会運営規程第 2 条第２項に定

める委員の内、学校法人奈良学園の職員を除く委員には、会議出席１日当たり１０,０００
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円の手当と、別途通常の交通機関を利用した場合に係る交通費を支給する。ただし、交通

費は、同日に開催される他の会議等に出席する場合には、重複して支給しない。 

 

 （支給日） 

第１３条 この規則に定める報酬の支給日は、奈良学園給与規程第２３条の規定を準用する。 

２ 第５条第２項、第９条、第１１条及び第１２条に規定する手当等は、会議開催日に支給

する。 

 

 （公表） 

第１４条  この法人は、この規則をもって、私立学校法第１００条の第１項に定める報酬等

の支給の基準として公表する。 

 

 （改廃） 

第１５条 この規則の改廃は、理事会においてこれを行う。 

 

   附 則 

１ この規則は、令和２年３月２３日から施行する。 

２ 学校法人奈良学園 役員・評議員等報酬規程（平成２０年６月１０日制定）は、令和２年

３月２３日付で廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和２年６月２２日から施行する。 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表第１ 

役員 報酬形態 報酬金額 

理事長 年俸制 
１,５００万円以上 

１,８００万円以下 

 

別表第２ 

役員 報酬形態 報酬金額 

常勤理事のうち、本学の職員ではなく理事と

して常時勤務する者 
年俸制 

１,０００万円以上 

１,２００万円以下 

常務理事 年俸制 
１,０００万円以上 

１,２００万円以下 

 

別表第３ 

役員 報酬形態 報酬金額 

常勤監事 年俸制 
 ８００万円以上 

１,０００万円以下 

 


